
 
 

北海道国民健康保険団体連合会公告第１号 （資格） 

 

 北海道国民健康保険団体連合会財務規程（平成８年２月９日規程第２号）第 75条及び第 76条の

規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。 

 

 令和８年４月 30日 

北海道国民健康保険団体連合会 

理事長  山 本 邦 彦 

 

１． 資格要件等 

  国保会館外壁タイル改修工事調達業務に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、

次の全ての要件に該当する者であること。 

 

【１】 契約名 

    国保会館外壁タイル改修工事調達業務 

 

【２】 資格 

（１）次のいずれにも該当しない者であること。 

①成年被後見人、被保佐人、被補助人及び破産者で復権を得ない者。 

 

②引続き２年以上その営業に従事していない者。 

 

③出入禁止処分を受けて２年間を経過していない者。 

 

（２）会社更生法又は民事再生法に基づく更生手続開始の申し立てがなされていないこと。 

 

（３）最近１年間の法人税、消費税及び法人事業税を滞納していないこと。 

 

（４）暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力でないこと。 

 

（５）令和７・８年の北海道における「建築工事」の競争入札参加資格が A等級に格付けされてお

り、総合評点が 1,200点以上の者であること。 

 

（６）建設業法（昭和 24年法律第 100号）における「建築工事業」の許可を有すること。 

 

（７）過去 10 年間（平成 28 年度以降）に、国、地方公共団体、建設業法施行令第 27 条の 2 に規

定する公共法人、建設業法施工規則第 18 条に定める法人が発注する工事において、北海道内

における延床面積 5,000 ㎡以上の公共施設の建築工事を単体または共同企業体の元請として

施工した実績を有する者であること。 

 

（８）建設業法第 26 条に規定する監理技術者または国家資格を有する主任技術者若しくはこれと

同等以上の資格を有し、一般競争入札参加資格審査申請書等の提出日以前に 3か月以上の雇用

関係にある者を工事に専任で配置できること。 

 

（９）現場代理人を工事現場に専任で配置できること。 

 

（10）一般競争入札申込み時点において、北海道の競争入札参加資格指名停止を受けていない者で

あること。（指名停止を受けたが、すでにその停止期間を経過しているものを含む。） 

 

（11）営業の拠点（本・支店を問わない）を北海道内に有していること。 

 

 



 
 

２. 資格審査の申請の時期及び方法 

（１）申請の時期 

 資格審査の申請は、令和８年４月 30日の 15時から令和８年５月 20日の 12時までの間にし

なければならない。 

 

（２）申請の方法 

   資格審査の申請は、次に掲げる申請書類の提出先に申請書類を持参して提出しなければなら

ない。 

  ① 提出先の名称   北海道国民健康保険団体連合会 総務部 財務課 財務係 

  ② 提出先の所在地  札幌市中央区南２条西 14丁目 

 

３. 資格の喪失 

  資格を有する者が１に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。 


